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添付資料 
 

 
 
● 2008年 8月 1日時点における当社の料率によるものです。 

● 契約年齢、払込期間、性別等によっては、死亡保険金の額が払込保険料の合計額を下まわるこ

とがあります。 

● この保険は、経過期間等によっては解約返戻金が全くないか、あってもごくわずかです。 

 
※後述の＜ユーロ建て商品に共通でご注意いただきたい事項＞も必ずご参照ください。 
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● 2008年 8月 1日時点における当社の料率によるものです。 

● 契約年齢、払込期間、性別等によっては、満期保険金または死亡保険金の額が払込保険料の

合計額を下まわることがあります。 

● この保険は、経過期間等によっては解約返戻金が全くないか、あってもごくわずかです。 

 
※後述の＜ユーロ建て商品に共通でご注意いただきたい事項＞も必ずご参照ください。 
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● 2008年 8月 1日時点における当社の料率によるものです。 

● 被保険者が年金開始期以後一定期間内に死亡した場合、年金等の総額は払込保険料総額を

下まわることがあります。 

● この保険は、経過期間等によっては解約返戻金が全くないか、あってもごくわずかです。 

※次ページの＜ユーロ建て商品に共通でご注意いただきたい事項＞も必ずご参照ください。 
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＜ユーロ建て商品に共通でご注意いただきたい事項＞ 
 
１．ご契約にかかる諸費用について 

● ユーロ建終身保険、ユーロ建養老保険、ユーロ建リタイアメント・インカム、では、ご契約者からの

保険料などのお払い込みや当社からの保険金や解約返戻金のお支払いなど、お客様と当社との

金銭の授受をユーロで行います。 

● 保険料をユーロにてご契約者がお払い込みになる際、または保険金や解約返戻金などをユーロ

にてご契約者または受取人がお受け取りになる際、お取り扱いの金融機関により送金手数料や

諸手数料（リフティングチャージ等。金融機関により異なります。）が必要な場合があります。これ

らの手数料については、ご契約者または受取人のご負担となります。 

● 円換算払込特約・円換算支払特約・円換算貸付特約を付加した場合、日本円でのお払い込みや

お受け取りができます。この場合、ユーロを日本円に換算する際には、当社適用レート※（TTS

を上限、TTBを下限とします。）により計算されます。 

※当社が主として取引する三菱東京 UFJ銀行の為替レートにより計算します。（2008年 8月 1日時点） 

 

２．為替リスクについて 

● 為替相場の変動による価格変動リスクを為替リスクといいます。ユーロ建終身保険、ユーロ建養

老保険、ユーロ建リタイアメント・インカムは保険料のお払い込みや保険金・解約返戻金のお支払

いなどをユーロにて行いますので、日本円でお取り扱いする場合には為替リスクがあります。 

● ご契約者が保険料などのお払い込みのために日本円をユーロに交換する場合や、当社がユー

ロでお支払いした保険金や解約返戻金などをご契約者または受取人が日本円に交換する場合

には、為替相場の変動による影響を受けます。 

● ユーロ建終身保険、ユーロ建養老保険、ユーロ建リタイアメント・インカムは、為替相場の変動に

より、お受け取りになる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金額を下まわ

ることや、お受け取りになる円換算後の保険金額が、お払い込みいただいた保険料を下まわり、

損失を生ずるおそれがあります。 

● 「円換算払込特約」、「円換算貸付特約」または「円換算支払特約」を付加され、日本円によって

保険料をお払い込みいただく場合や、日本円によって保険金・解約返戻金・年金などをお受け取

りになる場合も、為替相場の変動による影響を受けます。「円換算基準日」および「円換算レー

ト」によっては、日本円でお受け取りになる保険金額、解約返戻金額、年金額が、日本円でお払

い込みいただいた保険料の合計額を下まわる可能性があります。 

● この保険にかかる為替リスクは、ご契約者および受取人に帰属します。 
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３．ユーロ建リタイアメント・インカムについては、つぎの点にもご注意ください。 

● 年金開始日以後は、ご契約を解約することができません。ただし、確定年金の年金支払期間中

については将来の年金の現価に相当する金額、保証期間付終身年金および保証期間付夫婦連

生終身年金の保証期間中については保証期間の残余期間に対する年金の現価に相当する金

額を年金受取人が一括でお受け取りいただくことができます。 

● 確定年金の未払年金の現価を一括でお支払いした場合、ご契約は消滅します（保証期間付終身

年金または保証期間付夫婦連生終身年金の保証期間経過後も被保険者が生存されていたとき

は、継続して年金をお受け取りいただくことができます）。 

 

保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。 

ご契約の際には、「契約概要」、「『重要事項・注意喚起情報』説明書」、「為替リスクに関するご案内」

および「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


